
令和８年度 工事事故防止のための重点対策（中部地整）

• 中部地方整備局管内では、年間５０～８０件（過去５年間）の工事事故が発生している。
• 令和７年度の事故発生件数は、過去５年間平均程度の６４件であった。
• 工事事故の撲滅を目標に以下の重点対策（昨年度と同様）を実施する。

① 総括監督員による安全パトロールの実施

② 副所長等による抜き打ち点検の実施

③ 安全サポートマニュアル・安全管理○×写真集の活用

④ 下請業者の安全パトロールへの参加促進

⑤ 労働基準監督署との合同安全パトロールの実施

⑥ 安全対策に関する新技術の活用促進

⑦ 熱中症の重篤化を防ぐための対策実施

重点対策実施事項



令和８年度における工事事故防止のための重点対策の実施について 

（中部地方整備局） 

 
令和 6 年における全国の労働災害による死亡者数は 724 人、令和７年の速報値によると 684

人であり、対前年比で 5.5％減少し、平成 29 年以降で最少となる見込みである。しかし、建

設業における死亡者数は全産業のうち約３割を占めており最も高い状況にあるため、建設業

の新３Ｋを実現するためにも、これらの労働災害を減らすことが課題となっている。 

 中部地方整備局管内の工事事故発生状況は、年間 50～80 件（過去５年間）程度発生してお

り、減少傾向ではあるものの下げ止まりの状況で推移している。死亡事故は令和４年度３件、

令和５年度に１件発生し、令和 7 年度は幸いにも死亡事故に至る案件はなかったものの、事

故発生を抑制するために以下の重点対策を引き続き実施する。 

 

Ⅰ．重大事故撲滅のための重点対策実施事項  

 

令和４年度は３件、令和５年度は１件の死亡事故が発生しており、労働安全衛生規則

や土木工事安全施工技術指針に違反している事案やクレーン作業に伴う重大事故が発生

しているため、総括監督員をはじめ事務所全体で工事事故防止に取り組むとともに、工

事受注者に対して改めて法令順守及び現場の安全管理について徹底すること。 

 

 １．総括監督員による安全パトロールの実施 

総括監督員自らが工事現場に赴き、安全サポートマニュアルのチェックリスト等に

より安全管理の実施状況を点検し、工事事故の発生抑制に努めること。 

 

 ２．副所長等による抜き打ち点検の実施 

副所長等が予告なく工事現場に赴き、安全サポートマニュアルのチェックリスト等

により安全管理の実施状況を点検すること。 

 

 ３．安全サポートマニュアル・安全管理〇×写真集の活用 

日々の現場確認や安全パトロールを効果的に実施するために、安全サポートマニュ

アルに収録されているチェックリストや安全管理○×写真集を活用すること。 

 

【安全サポートマニュアル】 

https://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/pdf/anzen_support_r0211.pdf 

【安全管理○×写真集】 

https://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/pdf/anzen_kanri_r0310.pdf 

  

 

 



４．下請業者の安全パトロールへの参加促進 

工事事故は下請業者に起因するものが大半を占めることから、支部安全パトロール

への下請業者の参加を促進し、工事関係者全体の安全意識の高揚を図ること。 

 

 ５．労働基準監督署との合同安全パトロールの実施 

不安全箇所の早期発見や労働基準監督署との関係強化のために、支部単位で毎月実

施している安全パトロールに労働基準監督署職員を招き、年２回程度以上の合同安全

パトロールを実施すること。 

 

 ６．安全対策に関する新技術の活用促進 

直轄工事において新技術の活用を原則義務化していることを踏まえ、安全対策に関

する新技術の活用を工事受注者に促すこと。特にクレーン関連の安全対策に関する新

技術を積極的に活用し重大事故の撲滅に努めること。 

 

  ７．熱中症対策の重篤化を防ぐための対策実施 

    令和７年６月１日の労働安全衛生規則が改正され、熱中症の重篤化を防止するため、

「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられたことから、

工事受注者へ促すとともに、「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」に

より熱中症の発生防止に努めること。なお、気温が高く熱中症のリスクの高い時間帯

を避けた施工の工夫も含め、受注者からの協議に対し柔軟な対応を実施すること。 

 

Ⅱ．労働災害の防止  

 

 １．挟まれ事故の防止 

令和７年度における管内の工事関係者の災害（労働災害）23 件のうち挟まれ事故は 8

件であった。 

作業手順書の未整備や慣れ・気の緩みによる不安全行動、不注意による挟まれ事故を

撲滅するため、特に以下の確認、指導を行うこと。 

 

① 作業内容に応じた適切な作業方法及び安全衛生管理計画が策定されているか確認す

ること。 

② 日常の作業指示、危険予知活動、新規入場者教育、安全教育等の安全管理が適切に実  

施されているか確認すること。 

③ 作業内容に応じて具体的に作業手順書を作成し、作業手順書どおり適切に実施され

ているか確認すること。 

 

 ２. 墜落・転落災害の防止 

令和 7 年度における管内の工事関係者の災害（労働災害）23 件のうち墜落・転落災害



は 3 件であった。高所からの墜落・転落は重大事故につながることから、以下の項目に

ついて受注者において確実に実施されるよう指導し、事故防止に万全を期すこと。 

 

① 足場（足場機能を有する支保工含む）の施工については、「足場からの墜落・転落災

害防止総合対策推進要綱（厚生労働省、平成 27年 5 月）」及び「手すり先行工法等に

関するガイドライン（厚生労働省、平成 21 年 4月）」により実施すること。 

② 法面、擁壁等高所から墜落・転落のおそれのある箇所での作業については、親綱、墜

落制止用器具等適切な保護具の使用を徹底させること。 

③ 墜落制止用器具等保護具の使用及び近道行動の禁止など高所作業における安全確保

に資する教育を繰り返し行い、工事関係者全員の安全意識の向上を図ること。 

④ 足場等仮設物の点検を強化するとともに、墜落制止用器具等の使用状況の確認を徹

底すること。 

⑤ 仮設設備においては、現場条件を十分考慮した安全対策を検討し実施すること。 

 

Ⅲ．公衆災害の防止  

 

１．架空線・地下埋設物等損傷事故の防止 

【架空線】 

令和 7 年度における管内の公衆災害 41 件のうち架空線等損傷事故は 3件であった。 

架空線等損傷事故については過去幾度となく事故防止対策の徹底を通知しているが、

令和 7 年度においても事故が発生している。 

高圧電線や光ケーブルなどの切断は広範囲に深刻な影響を及ぼすことが懸念されるた

め、特に以下の項目について必要に応じて実施されるよう指導し、事故防止に万全を期

すこと。 

 

① 「架空線等上空施設の事故防止マニュアル（案）（中部地方整備局、令和 2年 10 月）」

に示されている受注者及び発注者が行うべきことを十分把握し確実に実行すること。 

② 架空線等上空施設の位置を明示する注意看板、防護カバー、高さ制限装置の設置、建

設機械ブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定及び現場への明示等を行うこと。 

③ 近接施工する場合は監視員を配置し、適切な作業誘導を実施すること。 

④ バックホウ、ダンプトラック、自走式クレーンなどを移動させるときは必ずブーム、

荷台等を下げ、複数の人員での確認を徹底する。 

⑤ クレーン付きトラックやダンプトラックの使用においては格納忘れによる走行時の

接触事故を防止するために安全警報装置付き建設機械の普及を促進すること。 

⑥ バックホウによる架線切断事故は作業員の独断による予定外作業を行った際に発生

していることが多いことから、作業員の判断で予定外作業を行わないことを徹底す

ること。 

⑦ 架空線等上空施設に対する注意が持続するよう、全作業員に対し繰り返し安全教育



を行うこと。 

 

【地下埋設物】 

令和 7 年度における管内の公衆災害 41 件のうち地下埋設物損傷事故は 8 件であった。 

地下埋設物損傷事故も社会生活に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、特に以下の

項目について確実に実施されるよう指導し、事故防止に万全を期すこと。 

① 「地下埋設物の事故防止マニュアル（中部地方整備局、令和 2 年 10 月）」に示され

ている受注者及び発注者が行うべきことを十分把握し確実に実行すること。 

② 設計図書に明示した地下埋設物の状況について、埋設物管理者に出向いて確認を行

う。 

③ 設計図書に明示されていない地下埋設物が存在する可能性のある箇所については、

必ず管理者等に地下埋設物の有無を確認すること。 

④ 埋設物が予想される場所で施工する時は、施工に先立ち埋設物の種類、位置構造等を

原則として目視により確認すること。なお、的確な位置を試掘するため、試掘位置の

決定に埋設物管理者の立会を求めること。 

⑤ 試掘に立会した埋設物責任者の現地指揮の下、地下埋設物の近接作業を実施するこ

と。 

⑥ 地下埋設物の埋設位置を把握していたにもかかわらず損傷事故を発生させた事例も

あることから、地下埋設物の存在を現地にわかりやすく表示するとともに、全作業員

への周知を徹底すること。 

 

２．除草による飛び石事故の防止 

令和 7 年度は 1 件の除草による飛び石による事故が発生し、過年度においても（令和

６年度は３件、令和５年度は３件、令和４年度は２件、令和３年度は６件と）一定数発生

している。 

除草による飛び石に事故の多くは、飛石による車両や建物の損傷であり、除草作業時

における草刈機やハンドガイドの取扱い方や監視状況、飛散防止などの対策が出来てい

れば防げた事故も多くある。 

除草による飛び石により重大な公衆災害は発生していないが、除草による飛び石の公

衆災害を撲滅するために作業開始前に草刈機やハンドガイドの適切な取扱いの講習や教

育、飛び石に対するリスクアセスメントを検討し、受注者として除草による飛び石によ

る事故防止の意識を高めることで事故防止に万全を期すこと。 

 

３．交通事故の防止 

令和７年度における管内の公衆災害 41 件のうち公道における交通事故は 14 件であっ

た。 

交通事故の発生件数は令和６年度 7件と比べ大幅に増加しており、引き続き以下の対

策を継続すること。 



交通事故は、安全確認不足など運転手等作業員個々の不注意によるものが多く、公衆

災害としての交通事故を撲滅するため、安全協議会等において警察による交通安講習を

取り入れることや、車両にドライブレコーダーを設置するなど、受注者として全工事関

係者の交通安全意識を高めることで事故防止に万全を期すこと。 

 

Ⅳ．その他  

 

１．建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第 47 条１項、車両制限令第３条における一般

的制限値をこえる車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画を作成

し運搬計画通りに運行していることを確認すること。 

 

２．過積載の防止 

土砂運搬、資材等の運搬時には道路交通法等の各種法令を遵守し、過積載防止に努め

ること。また、下請企業、製造委託先及び委託購入品メーカーにも周知徹底・指導管理

を行うこと。 

 

３．事故発生時における速やかな情報伝達 

    事故発生時においては、事故内容（影響や被害の大小）を問わず、工事・業務受注者 

から速やかに連絡が入るように、契約後の打合せ時等において指導を行うこと。 

 

４．現地事故調査委員会における確実な状況把握 

 事務所（管理所）において現地事故調査委員会を要する案件については、事故の状 

況や・経緯、講じられていた安全措置（元請けがとっていた安全対策、作業手順書の有 

無、現場従事者への周知等）について、受注者からの提出書類における確実な把握に 

つとめること。 

 

 

 


